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新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ 

 

 

 平成 23 年６月 30 日の当社取締役会決議により、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、下記のと

おり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

【本資金調達の目的】 

当社は、平成７年の設立以来、インターネット時代の「コンテクストカンパニー」を企業理念と

して、数々の日本初となるインターネットビジネスを創造して参りました。当社のビジネスモデル

は、広告／プロモーション機能と決済機能を融合したビジネスセグメントをプラットフォームとし

て、投資を伴うビジネスインキュベーションを行うことが最大の特徴であります。平成 22 年５月に

策定しました新中期経営計画では、「Social Media Incubator」というコーポレートスローガンを

掲げ、グローバルに拡散するソーシャルメディア関連事業の育成を成長戦略の中心に置いておりま

す。 

 このような観点から、「グローバル化」、「メディア開発力の強化」、「ソリューション力の強

化」を強力に推進し、ソーシャルメディア時代のコンテクストを創っていく計画です。「グローバ

ル化」については、米国西海岸（サンフランシスコ周辺）への情報収集及び開発拠点の設置と MIT

メディアラボへの協賛と最先端の研究開発に参画することで、急成長を続けるソーシャルメディア

関連企業への投資と事業開発を加速していく計画です。また、「メディア開発力の強化」は、ソー

シャルメディア開発のスタンダードとなりつつあるアジャイル開発（※）手法を導入し、インポー

ト型のメディアと国内発の自社メディア開発力を強化して参ります。「ソリューション力の強化」

につきましては、スマートフォンを代表とするインターネット接続端末の多様化に対応するために、

ユニバーサルサービスとしての決済システムのオペレーション力を強化して参ります。 

 今回の資金調達は、株式会社カカクコムや米国 Twitter 社に続く新しい有望なサービスを提供す

る企業を発掘するための投資や、ソーシャルメディアを活用した新たなサービスシステムの開発投

資といった、当社の中期計画実現に不可欠な戦略を実行するための資金需要に対応するものであり、

当社の長期的な成長ポテンシャルを高め、企業価値向上に資するものと考えております。 

（※）アジャイル開発とは、アプリケーション等を短いサイクルで分析、設計、実装、テスト、リリースを行い、こ

れを繰り返しながらサービスを構築/ブラッシュアップしていく開発手法です。ビジネスサイドの判断とエン

ジニアリングサイドの実装が一体となったサービス構築を行うことが可能となるメリットがあります。 
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記 

 

１．公募による新株式発行（一般募集） 

(１) 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 28,000 株 

(２) 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規

定される方式により、平成 23 年７月 11 日(月)から平成 23 年７月 14

日(木)までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）

に決定する。 

(３) 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を

減じた額とする。 

(４) 募 集 方 法  一般募集とし、野村證券株式会社を主幹事会社とする引受団（以下「引

受人」と総称する。）に全株式を買取引受けさせる。なお、一般募集

における発行価格（募集価格）は、日本証券業協会の定める有価証券

の引受け等に関する規則第 25 条に規定される方式により、発行価格等

決定日の株式会社大阪証券取引所における当社普通株式の普通取引の

終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 0.90

～1.00 を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件として、需要状

況を勘案した上で決定する。 

(５) 引 受 人 の 対 価  引受手数料は支払わず、これに代わるものとして一般募集における発

行価格（募集価格）と引受人より当社に払込まれる金額である払込金

額との差額の総額を引受人の手取金とする。 

(６) 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日

まで。 

(７) 払 込 期 日  平成 23 年７月 19 日(火)から平成 23 年７月 22 日(金)までの間のいず

れかの日。ただし、発行価格等決定日の５営業日後の日とする。 

(８) 申 込 株 数 単 位  １株 

(９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本新株式発行に必要な一切の事項の決

定については、代表取締役 林 郁に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

２．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し） 

(１) 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 13,000 株 

氏 名 売出株式数 

林 郁 8,500 株 

六 彌 太 恭 行 2,620 株 

有 限 会 社 ケ ィ ・ ガ レ ー ジ 1,500 株 

(２) 売 出 人 及 び 

売 出 株 式 数 

 

伊 藤 穰 一 380 株 
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(３) 売 出 価 格  日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規

定される方式により、発行価格等決定日の株式会社大阪証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日

に先立つ直近日の終値）に 0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨

て）を仮条件として、需要状況を勘案した上で決定する。 

なお、売出価格は一般募集における発行価格（募集価格）と同一とす

る。 

(４) 売 出 方 法  売出しとし、引受人に全株式を買取引受けさせる。 

売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支

払われる金額である引受価額（一般募集における払込金額と同一とす

る。）を差し引いた額の総額とする。 

(５) 申 込 期 間  発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の２営業日後の日

まで。なお、申込期間は一般募集における申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日  平成 23 年７月 20 日(水)から平成 23 年７月 25 日(月)までの間のいず

れかの日。ただし、発行価格等決定日の６営業日後の日とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位  １株 

(８) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役 林 郁に一

任する。 

(９) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

(１) 売 出 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 6,000 株 

なお、株式数は上限を示したものである。需要状況により減少し、又

は本売出しそのものが全く行われない場合がある。売出株式数は、需

要状況を勘案した上で、発行価格等決定日に決定される。 

(２) 売 出 人  野村證券株式会社 

(３) 売 出 価 格  未定（発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は引受人の買取

引受けによる売出しにおける売出価格と同一とする。） 

(４) 売 出 方 法  一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの需要状況を勘案した

上で、野村證券株式会社が当社株主から 6,000 株を上限として借入れ

る当社普通株式の売出しを行う。 

(５) 申 込 期 間  引受人の買取引受けによる売出しにおける申込期間と同一とする。 

(６) 受 渡 期 日  引受人の買取引受けによる売出しにおける受渡期日と同一とする。 

(７) 申 込 株 数 単 位  １株 

(８) 売出価格、その他本売出しに必要な一切の事項の決定については、代表取締役 林 郁に一任

する。 

(９) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

４．第三者割当による新株式発行（後記＜ご参考＞１．を参照のこと。） 

(１) 募 集 株 式 の 

種 類 及 び 数 

 当社普通株式 4,000 株 

(２) 払 込 金 額 の 

決 定 方 法 

 発行価格等決定日に決定する。なお、払込金額は一般募集における払

込金額と同一とする。 
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(３) 増加する資本金及び

資 本 準 備 金 の 額 

 増加する資本金の額は、会社計算規則第 14 条第１項に従い算出される

資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端

数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加す

る資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を

減じた額とする。 

(４) 割 当 先  野村證券株式会社 

(５) 申込期間(申込期日)  平成 23 年８月８日(月) 

(６) 払 込 期 日  平成 23 年８月９日(火) 

(７) 申 込 株 数 単 位  １株 

(８) 上記（５）に記載の申込期間（申込期日）までに申込みのない株式については、発行を打切る

ものとする。 

(９) 払込金額、増加する資本金及び資本準備金の額、その他本第三者割当による新株式発行に必要

な一切の事項の決定については、代表取締役 林 郁に一任する。 

(10) 上記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

 

＜ご参考＞ 

１．オーバーアロットメントによる売出し等について 

 前記「３．株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）」に記載のオーバーアロットメ

ントによる売出しは、前記「１．公募による新株式発行（一般募集）」に記載の一般募集及び前記

「２．株式売出し（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人の買取引受けによる売出

しにあたり、その需要状況を勘案した上で、当該募集及び売出しの主幹事会社である野村證券株式

会社が当社株主から 6,000 株を上限として借入れる当社普通株式の売出しであります。オーバーア

ロットメントによる売出しの売出株式数は、6,000 株を予定しておりますが、当該売出株式数は上

限の売出株式数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのも

のが全く行われない場合があります。 

なお、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、野村證券株式会社が上記当社株主から

借入れた株式（以下「借入れ株式」という。）の返却に必要な株式の一部を取得させるために、当

社は平成 23 年６月 30 日(木)の取締役会決議により、野村證券株式会社を割当先とする当社普通株

式 4,000 株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を、平成 23 年８月９日(火)

を払込期日として行うことを決定しております。また、同じくオーバーアロットメントによる売出

しに関連して、野村證券株式会社が借入れ株式の返却に必要な株式の一部を取得するために、野村

證券株式会社は 2,000 株を上限として追加的に当社普通株式を取得する権利（以下「グリーンシュ

ーオプション」という。）を、一般募集、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロット

メントによる売出し（以下「本件募集売出し」という。）の受渡期日から平成 23 年８月５日（金）

までの間を行使期間として上記当社株主から付与されます。 

更に、野村證券株式会社は、本件募集売出しの申込期間の終了する日の翌日から平成 23 年８月

２日(火)までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、借入れ株式の返却を目的と

して、株式会社大阪証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限

とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての当社普通株式は、借入れ株式の

返却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断で

シンジケートカバー取引を全く行わず、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数に

至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

また、野村證券株式会社は、本件募集売出しに伴って安定操作取引を行うことがあり、かかる安

定操作取引により取得した当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返却に充当することがあ

ります。 
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オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー

取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、野村證券株式会

社は本件第三者割当増資に係る割当てに応じることにより当社普通株式を取得し、さらに不足が生

じる場合には、その不足分についてグリーンシューオプションを行使することにより当社普通株式

を取得する予定であります。したがって本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部に

つき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数が

その限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 

野村證券株式会社が本件第三者割当増資に係る割当てに応じる場合には、野村證券株式会社はオ

ーバーアロットメントによる売出しにより得た資金をもとに割当てに応じる株式数に対する払込

みを行います。 

 

２．今回の公募増資及び第三者割当増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数 186,224 株 （平成 23 年６月 30 日現在）

公募増資による増加株式数 28,000 株  

公募増資後の発行済株式総数 214,224 株  

第三者割当増資による増加株式数 4,000 株 （注） 

第三者割当増資後の発行済株式総数 218,224 株 （注） 
（注）前記「４．第三者割当による新株式発行」の発行新株式数の全株に対し野村證券株式会社から申

込みがあり、発行がなされた場合の数字です。 

 

３．調達資金の使途 

(１) 今回の調達資金の使途  
今回の一般募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限 9,613,040,000 円については、

①5,300,000,000 円を国内外のインターネット関連企業への投資及びエンジェル投資家((注)

１.)が運営するエンジェルファンド((注)１.)への出資に対する投資資金に、②938,000,000 円

をソーシャルメディアを活用した新たなサービスシステムの開発資金及び設備投資資金に、③

1,500,000,000 円を決済事業の運転資金に、残額を平成 26 年６月期までを期日として借入金の

返済に充当する予定であります。 

①国内外のインターネット関連企業への投資及びエンジェルファンドへの出資 

上記の投資及び出資については、株式会社カカクコムや米国 Twitter 社に続く新しい有

望なサービスを提供する企業を発掘することを目的としております。投資資金は、当社か

ら当社 100％子会社であるＤＧインキュベーションに対して、その比率は未定ですが投資

または融資を行い、株式会社ＤＧインキュベーションが国内外のインターネット関連企業

への投資及びエンジェルファンドへの出資を実施することとしております。 

エンジェルファンドへの出資により、投資リターンが期待されることに留まらず、米国

のエンジェル投資家やベンチャーキャピタリストのネットワークの内側にある最先端のイ

ンターネットビジネスの情報を、他社に先駆けいち早く掴むことが可能になると考えてお

ります。それぞれのファンドに対してはファンド出資総額の５％から 15％程度を目安に出

資を行う方針です。現時点においては SV AngelⅢファンド((注)２.)他１ファンドへの出

資が決定しており、既に一部の出資を借入金により実行しております。同ファンドへのキ

ャピタルコール((注)３.)による追加出資や、その他のエンジェルファンドへの出資を合わ

せて、平成 24 年６月期から平成 26 年６月期の３期間中に 1,800 百万円を充当する予定で

す。 

また、当社グループの持つ米国を中心とした投資家ネットワークを通じて得られる投資

機会及び上記のファンド投資先の中から特に有望な個別の投資先につきましては、株式会
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社ＤＧインキュベーションから直接投資を行う予定です。これらの投資はキャピタルゲイ

ン獲得を目的に行うものでありますが、決済やプロモーション、ソーシャルメディアを活

用した広告販売など当社グループの手掛ける様々な事業とのシナジーも期待できるインタ

ーネット関連の未上場企業への投資を行う方針であり、平成 24 年６月期から平成 26 年６

月期の３期間中に 3,500 百万円を充当する予定です。 

②ソーシャルメディアを活用した新たなサービスシステムの開発投資 

当社グループはソーシャルメディア・インキュベーターを標榜し、新しいソーシャルメ

ディアの開発・運営を推進しております。当社グループが運営サポートを行っている米国

Twitter 社のミニブログサービス「Twitter」は、既に日本国内においても多数のユーザー

を獲得するに至っております。｢Twitter｣に続く新たなサービスの開発として、当社グルー

プが運営している「Twitter」公式ナビゲーションサイト「twinavi」への開発・設備投資

を行い、同サイトのメディア価値を高めるとともに、コンテンツ・アプリケーションビジ

ネスを展開するためのプラットフォーム化を進め、広告モデルに加えて課金モデルによる

収益獲得を計画しております。また、「Twitter」等の国内展開で蓄積したノウハウを活用

して、海外で有望とみられるサービスを日本において事業展開することも計画しておりま

す。こうした新規メディア事業を当社の収益の柱になるよう成長させるためには、この事

業領域への重点的かつ継続的な投資が必要と考え、平成 24 年６月期から平成 26 年６月期

の３期間中に、インターネット技術者の人件費等の開発資金に 788 百万円及びシステム構

築等の設備投資資金に 150 百万円を充当する予定です。 

③決済事業((注)４.)の運転資金 

当社グループは、E コマース（電子商取引）事業者向けに決済ソリューションを提供し

ておりますが、「価格.com 安心支払い」サービス((注)５.)開始等による決済取扱金額の

増大に対応するために、平成 24 年６月期から平成 26 年６月期の３期間中に、決済事業の

運転資金に 1,500 百万円を充当する予定です。 

残額については、SV AngelⅢファンド他１ファンドへの出資に伴い調達した 200 百万円

を含む借入金の返済に充当する予定です。 

なお、上記設備に係る投資計画は、平成 23 年６月 30 日現在、以下のとおりとなってお

ります。 

投資予定金額 着手及び完了予定年月

会社名 事業所名 
事業の種類別セ

グメントの名称 
設備の内容 総額 

（千円）

既支払額

（千円）

資金調達

方法 着手 完了 

当社 
本社（東京

都渋谷区） 

メディア・インキ

ュベーション 

新サービス

のシステム

構築 

150,000 ― 増資資金 
平成 23 年

７月 

平成 26

年６月 

（注）１. 「エンジェル投資家」は、事業を立ち上げてから間もないスタートアップ企業への投資
を行う個人のことで、「エンジェルファンド」は同様の投資を行うファンドのことです。 

２. 「SV AngelⅢファンド」は、米国シリコンバレーのエンジェル投資家 Ron Conway 氏が
顧問を務めるエンジェルファンドで、米国内のインターネット領域のスタートアップ企
業への投資を大規模に行っており、そのうちでも大半がシリコンバレーの新興企業への
投資となっております。 

３. 「キャピタルコール」は、ファンドと予め約束をしていた出資金額について、ファンド
から受ける払込要求のことです。 

４. 「決済事業」は、E コマース（電子商取引）事業者向けに、E コマースサイトで利用者
が商品購入代金等を決済するためのプラットフォームの提供を行う事業です。 

５. 「「価格.com 安心支払い」サービス」は、株式会社カカクコムと共同で開発し、平成
22 年 11 月に開始したサービスです。「価格.com」に情報を掲載している E コマースサ
イトで利用者が安全かつ安心に商品を購入できるような決済サービスを提供しており
ます。 

(２) 前回調達資金の使途の変更 
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 該当事項はありません。 

(３) 業績に与える影響 

 

今回の調達資金を上記(１)に記載のとおり充当することにより、経営基盤の一層の強化が実

現し、ひいては収益力の向上に繋がるものと考えております。 

 

４．株主への利益配分等 

(１) 利益配分に関する基本方針 

  当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、こ

れらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役

会であります。 

 当社は、株主に対する利益還元は重要な経営課題として位置づけております。株主配当につ

きましては、当社の財政状態、業績の動向、今後の資金需要等を勘案して決定することとして

おります。 

(２) 配当決定にあたっての考え方 

 当社グループの事業環境や時代の変化を視野に入れ、財務的経営基盤の強化と、投資、事業

提携等を含めた積極的な事業展開に備え、内部留保の充実を図るとともに、経営成績及び財政

状態を勘案しつつ今後の利益配当を積極的に検討してまいります。 

(３) 内部留保資金の使途 

  内部留保資金につきましては、事業拡大に伴う財務体質基盤の強化や今後の事業展開を見据

えた事業提携及び投資等に活用してまいります。 

(４) 過去３決算期間の配当状況等 

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 

１株当たり連結当期純利益又は 

１株当たり連結当期純損失(△) 
△15,281.86 円 30,873.32 円  △11,959.70 円  

１株当たり年間配当金 

（内１株当たり中間配当金） 

0.00 円 

(0.00 円)

10,000 円  

(5,000 円) 

0.00 円  

(0.00 円) 

実績連結配当性向 － 32.4％  －％  

自己資本連結当期純利益率 △40.2％ 65.0％  △21.3％  

連結純資産配当率 －％ 21.0％  －％   
（注）１．実績連結配当性向は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結当期純利益で除した数値です。

なお、平成 20 年６月期及び平成 22 年６月期に関しては、連結当期純損失を計上しているため、
実績連結配当性向は記載しておりません。 

２．自己資本連結当期純利益率は、連結当期純利益又は連結当期純損失を自己資本（純資産合計か
ら新株予約権と少数株主持分を控除した額で期首と期末の平均）で除した数値です。 

３．連結純資産配当率は、１株当たり年間配当金を１株当たり連結純資産（期首と期末の平均）で
除した数値です。 

 

５．その他 

(１) 配分先の指定 

 該当事項はありません。 

(２) 潜在株式による希薄化情報 

 

当社は、ストックオプション制度を採用し、旧商法に基づきストックオプションに係る新株

予約権を発行しております。なお、公募増資及び第三者割当増資後の発行済株式総数（218,224

株）に対する下記の新株発行予定残数の比率は 1.0％となります。 
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 ストックオプション付与の状況（平成 23 年６月 30 日現在） 

  

株主総会発行決議 
新株式発行

予定残数 

新株予約権の 

行使時の払込金額
資本組入額 行使期間 

平成16年９月28日 916 株 184,879 円 92,440 円
平成 18 年 10 月１日から

平成 26 年９月 30 日まで

平成16年９月28日 100 株 304,500 円 152,250 円
平成 18 年 10 月１日から

平成 26 年９月 30 日まで

平成17年９月22日 1,198 株 297,095 円 148,548 円
平成 19 年 10 月１日から

平成 27 年９月 22 日まで

(３) 過去のエクイティ・ファイナンスの状況等 

 ①過去３年間に行われたエクイティ･ファイナンスの状況 

 該当事項はありません。 

 

②過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 20 年６月期 平成 21 年６月期 平成 22 年６月期 平成 23 年６月期

始 値 157,000 円 124,000 円 83,500 円 122,200 円 

高 値 245,000 円 129,000 円 247,800 円 447,000 円 

安 値 86,400 円 45,100 円 74,000 円 107,600 円 

終 値 123,000 円 83,700 円 127,700 円 337,500 円 

株価収益率 －倍 2.7 倍 －倍 － 

（注）１．平成 23 年６月期の株価については、平成 23 年６月 29 日現在で表示しています。 

２．株価収益率は決算期末の株価（終値）を当該決算期の１株当たり連結当期純利益で除し

た数値です。なお、平成 20 年６月期および平成 22 年６月期に関しては、連結当期純損

失を計上しているため、株価収益率は表示しておりません。 

 ③過去５年間に行われた第三者割当増資等における割当先の保有方針の変更等 

 該当事項はありません。 

(４) ロックアップについて 

 

一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに関連して、売出人である林郁、六彌太恭行、

有限会社ケィ・ガレージ及び伊藤穰一は野村證券株式会社に対し、発行価格等決定日に始ま

り、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 90 日目の日に終

了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、野村證券株式会社の事前の書面による

同意なしには、当社株式の売却等（ただし、引受人の買取引受けによる売出し等を除く。）を

行わない旨合意しております。 

また、当社は野村證券株式会社に対し、ロックアップ期間中は野村證券株式会社の事前の書

面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行

又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、一般募

集、本件第三者割当増資及び株式分割による新株式発行等を除く。）を行わない旨合意してお

ります。 

上記のいずれの場合においても、野村證券株式会社はロックアップ期間中であってもその裁

量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しております。 

 

以  上 
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